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要旨：国や自治体において，障害者の就業統計は，就業状況を示す就職件数は公表されているが，
入職した障害者が定着しているかどうかの指標となる離職率は公表されていない．そこで筆者ら
は，独自の方法として，大阪府が公表している「障害者の年間の就職者数」，「対前年度増加数」，
「入職件数」を活用し，障害者の離職率の推定を試みた．その結果，身体障害者，知的障害者との
比較から精神障害者の離職率が有意に高いことを認めた．今後，精神障害者が定着しているかど
うかを知る手がかりとして離職率は重要なデータになると考えられた．

（日職災医誌，60：32─37，2012）
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はじめに

日本の厚生労働省は，精神障害者の入職状況を公表し
ており「精神障害者の就職件数は増加の傾向にあり，こ
こ数年は精神障害者の伸びが著しい」と報告している１）．
こうした変化は大阪府についても同様である２）．それによ
れば 2000 年ごろには非常に少なかった就業件数は，この
9年間の間に著しい伸びを示している．筆者らは，背景に
はハローワークを中心とした職業紹介機能が強化されて
きていることや企業の障害者雇用に関する理解が深まっ
てきたためと考える．また 2006 年から導入された精神障
害者に対する法定雇用率に基づく障害者雇用納付金制
度３）が適用されたことも強く影響していると考えている．
現時点における精神障害者の就職件数は，身体障害者，
知的障害者に比較してまだ少数であるが，今後一層拡大
することが予測される．
しかしいったん入職した精神障害者が定着しているか

どうかの指標となる離職率については公表されていな
い．筆者は，精神障害者の就職率が拡大することは望ま
しいことであるが，もしも離職率も拡大しているのであ
れば労働市場全体あるいは企業全体における精神障害者
数は変わらないことになり，制度の導入を含めた離職対
策が必要になると考えている．
そこで筆者らは，我々の勤務地である大阪府について，

身体障害者，知的障害者，精神障害者ごとに離職率を算

出した．その結果から精神障害者の離職率が有意に高い
ことが示唆されたので，精神障害者の離職率が示す問題，
離職予防対策の必要性について考察する．

対 象

離職率を算出するためのデータは，大阪府が公表して
いる「年間の就職者数」「年間就職者数の対前年度増加数」
「年度毎の就職件数」である．このデータを活用して身体
障害者，知的障害者，精神障害者ごとに離職率を算出し
た．

離職率の計算方法及び分析方法（表 1）

離職率の計算方法は，「離職率＝年間の離職者数�年間
の障害者である全労働者数」である．しかし分母にあた
る「年間の障害者である全労働者数」は既存のデータか
ら分かっているが，分子にあたる「年間の離職者数」が
不明である．筆者は，その求める年間の離職者数は「年
間の離職者数＝年度毎の就職者数－対前年度増加数」で
求められると考えた．なお，この算出方法についてはす
でに本誌において紹介している４）．
ここでは簡単に算出方法を説明する．「年間の就職者

数」を「N」，「対前年度増加数」を「ΔN」，「年度毎の就
職件数」を就職者数として扱い「E」とし，求める「年間
の離職者数」を「L」とすると，年間の離職率 L�N＝E�N
－ΔN�Nで求められる．
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表 1　離職率の計算式

離職率＝
年間の離職者数

×100
年間の就職者数

＝
年度毎の就職件数－対前年度増加数

×100
年間の就職者数

表 2　障害者の離職率算出経過と結果

身体障害者

年間の就職者数 年度毎の就職件数 対前年度増加数 入職率（%） 増加率（%） 離職率（%）
（N） （E） （ΔN） ①（E/N×100） ②（ΔN/N×100） （L/N＝①－②）

2000年 11,459 1,463
2001年 11,538 1,406 79 12 1 11
2002年 10,657 1,342 －881 13 －8 21
2003年 10,790 1,569 113 15 1 14
2004年 10,561 1,569 －229 15 －2 17
2005年 10,483 1,553 －78 15 －1 16
2006年 10,358 1,725 －125 17 －1 18
2007年 10,471 1,674 113 16 1 15
2008年 10,618 1,623 147 15 1 14
2009年 10,654 1,662 36 16 0 16

知的障害者

年間の就職者数 就職件数 対前年度増加数 入職率（%） 増加率（%） 離職率（%）
（N） （E） （ΔN） ①（E/N×100） ②（ΔN/N×100） （L/N＝①－②）

2000年 4,397 567
2001年 4,363 516 －34 12 －1 13
2002年 4,330 504 －33 12 －1 13
2003年 4,543 663 213 15 5 10
2004年 4,565 643 22 14 0 14
2005年 4,642 798 77 17 2 15
2006年 4,765 843 123 18 3 15
2007年 5,028 911 263 18 5 13
2008年 5,299 921 271 17 5 12
2009年 5,473 829 174 15 3 12

精神障害者

年間の就職者数 就職件数 対前年度増加数 入職率（%） 増加率（%） 離職率（%）
（N） （E） （ΔN） ①（E/N×100） ②（ΔN/N×100） （L/N＝①－②）

2000年 193 113
2001年 212 131 19 62 9 53
2002年 221 140 9 63 4 59
2003年 247 194 26 78 11 67
2004年 313 270 66 86 21 65
2005年 343 285 30 83 9 74
2006年 386 352 43 91 11 80
2007年 464 506 78 109 17 92
2008年 546 640 82 117 15 102
2009年 651 667 105 102 16 86

上記の方法で身体障害者，知的障害者，精神障害者の
離職率と入職率を算出し，障害による差異を多重比較
（Bonferroni）を用いて検討した．危険率は 5％未満を有
意と判定した．統計解析には SPSS16.0 を使用した．

結 果

身体障害者，知的障害者及び精神障害者の離職率の算

出のために使用したデータと離職率の結果を表 2に示
す．表 2の見方は，例えば 2009 年の身体障害者の場合で
みると，年間の就職者数が 10,654 名で，単年度ごとの入
職件数が 1,662 名で，対前年度増加者数が 36 名となって
いる．このデータを使用して離職率を算出する．まず入
職率は「年間の就職者」に対する「就職件数」の割合
（1,662�10,654×100）であり，16％となる．増加率は，
「年間の就職者数」に対する「対前年度増加数」の割合
（36�10,654×100）であり，0％となる．離職率は入職率と
増加率の差（16％－0％）と考えられるので離職率は 16％
となる．同様の方法で知的障害者，精神障害者について
計算した．最近の 9年間の離職率の平均は，身体障害者
では 16％であり，知的障害者では 13％であり，精神障
害者では 75％であった．一方，入職率は身体障害者では



34 日本職業・災害医学会会誌 JJOMT Vol. 60, No. 1

図 1　障害者の離職率の推移
―▲―は精神障害者，　―■―は知的障害者，―●―は身体障害者の推
移を示す
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精神障害者

図 2　障害者間の離職率についての多重比較
（Bonferroni）（P＜0.05）
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図 3　入職率と離職率の推移
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15％であり，知的障害者では 15％であり，精神障害者で
は 88％であった．
図 1は計算した身体障害者，知的障害者，精神障害者

の離職率の結果をグラフにしたものである．
次に算出した身体障害者，知的障害者，精神障害者の

離職率について多重比較を実施し，精神障害者と身体障
害者間（p＝0.0001），精神障害者と知的障害者間（p＝
0.0001）において有意差を認めた．身体障害者と知的障害
者間には有意差を認めなかった（図 2）．
入職率も同様に身体障害者，知的障害者，精神障害者

間で多重比較を行い精神障害者と身体障害者間（p＝
0.0001），精神障害者と知的障害者間（p＝0.0001）におい
て有意差を認めた．身体障害者と知的障害者間には有意
差を認めなかった．
精神障害者については，入職率と離職率の推移をみる

と，いずれも増加の傾向にあった（図 3）．

考 察

今回明らかになった，大阪府における精神障害者の年
間の平均離職率 75％は，ある年を基準にして 2年以内に
は働いている全ての精神障害者が入れ替わるほどの数値
である．しかし実際は一部に何度も離転職を繰り返す者

が存在すると考えられるが，その点を差し引いても 75％
は異常な数値であると考えている．また，雇用動向調査
による非障害者の離職率は 2000 年以降では 10％以上か
ら 20％未満の間で推移しているので５），大阪府の精神障
害者の離職率は，非障害者の離職率の約 4倍程度と高い．

精神障害者の離職について

精神障害者の離職率に関する研究は見当たらないが，
勤続期間，離職理由に関するものがある．勤続期間につ
いては，国内では，ハローワークを通して就職した精神
障害者 908 人に対する調査があり，入職して 1年後には
6割が同一事業所を離職していたことが報告されてい
る６）．このほかにも精神障害者の同一企業への勤続期間は
短期間であると述べている報告がある７）８）．日本において
は，中川９）による報告があり，143 名の統合失調症に対す
る調査で，就労継続者は 2年で半減し，5年経過時点では
2割であると報告している．
また離職理由については，仕事への適応能力，精神症
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状の程度，仕事に対する満足度など，その要因が多岐に
わたることが報告されている１０）１１）．特に統合失調症では，
発病によって高望みや過小評価といった自己の職業能力
を正当に評価できなくなる求職活動上の問題，上司や同
僚の注意を過度に気にする傾向があるなどの対人関係上
の問題，体力に乏しく，注意の集中が持続しない，疲れ
やすいなどの職務上の問題が離転職を繰り返す原因に
なっていると指摘されている１２）．
以上のように精神障害者の就業は，同一企業への勤続

期間が短いことや離職理由などの実態が明らかとなって
いるが，そうした実態が明らかとなっても精神障害者の
離職を抑制することは簡単ではない．身体障害者や知的
障害者に対して実施されている，入職前の職業評価や職
業訓練などの職業リハビリテーションは，精神障害者に
対して定着には効果的ではないと述べる報告がある１３）１４）．
つまり精神障害者の場合には，入職前に訓練を行っても，
入職後にもその都度，病状や本人の意見，ニーズに対し
て柔軟なかかわりが必要となるため，職業訓練プログラ
ムを積み上げていくことが困難であると述べられている
のである１５）．
こうした困難に対して，精神障害者の職場定着を目的

とした援助つき雇用（supported employment）の導入が
行われている．援助つき雇用の有用性は，就業上の障害
に対して主として人的支援によって補うやり方であり，
環境を整えることで障害のある人でも働くことを可能に
する援助である．その効果については，先に述べた従来
の職業リハビリテーションよりは，入職後の就業継続に
有効であることが報告されている１６）～１８）．
しかし，援助つき雇用を実施した身体障害者，知的障

害者，精神障害者に対する効果について，日本では 1年
後の定着率は平均 81.9％と良好であったが，精神障害者
の定着率は身体障害者，知的障害者と比較して有意に低
かったと報告されている１９）．国外の報告にも援助つき雇
用の報告があるが，精神障害者が長期的に定着するため
には効果的ではないと述べられている２０）２１）．筆者は，日本
の場合においては，ジョブコーチによる支援が一般に 2
カ月～4カ月間であり，永続的な支援ではないことが精
神障害者の定着に結び付かない理由の一つであると考え
ている．
こうした課題は，いわゆるナチュラルサポートと呼ば

れる，当事者と同じ職場で働いている上司や同僚による
支援によって，ジョブコーチの支援は受け継がれ，改善
されていくことが求められていると考えられる２２）．筆者
は，やがては企業内にジョブコーチをこなせる人材が育
成され，精神障害者を受け入れる側として支援体制が整
えば，いっそうスムーズな就労が期待できると考えてい
る．
以上のように，精神障害者の離職の現状をまとめると，

離職率が高い理由の一つは，離職理由が多岐にわたって

いるため離職を抑制する対策が不十分であると推察され
る．現状のままでは精神障害者の定着は今後いっそう困
難となることが予測され，その結果，精神障害者にとっ
ても事業主にとっても不利益となり，今後大きな社会問
題に発展する可能性があると考えられる．離職率はその
定着の程度を知る重要な指標であり，今後の推移をも
守っていく必要がある．また非障害者に対する離職率の
統計が，個人の属性や景気循環との関係について分析さ
れているように２３），障害者についても離職率に及ぼす影
響の分析が行うことで，今後早急に新たな支援方法を考
案する必要がある．

精神障害者の入職率について

大阪府における精神障害者の入職率は，離職率の結果
と同様に，他の障害者と比べて有意に高かった．冒頭で
述べたようにハローワークを中心とした職業紹介機能が
強化されてきていることや企業の障害者雇用に関する理
解が深まってきたためと考えられ，精神障害者に対する
法定雇用率に基づく障害者雇用納付金制度が適用された
ことも強く影響していると考えている．
この制度は，政府が定めた法定雇用率に満たない企業

には，その不足人数分に対して政府は企業から納付金を
徴収し，その一方では，法定雇用率を超える人数を雇用
している企業には，その超過人数分に対して，政府は調
整金または報奨金を支給する仕組みになっている２４）．し
たがって，この制度は，企業にとって雇用しなければな
らない障害者の雇用量を義務付けるものであるが，一人
一人の障害者の定着を促進させることについては有効で
はないと考えられる．
なお，日本においてこの制度が導入されたのは，身体

障害者については 1976 年から，知的障害者については
1997 年からであり企業に雇用される障害者は増加して
きている２５）．しかし精神障害者に対してこの制度の導入
は，2006 年からであるので，今後この制度の精神障害者
への適用が入職率の拡大に及ぼす影響について検証を行
いたいと考えている．

おわりに

本稿において，筆者らは国内外に公表されていない障
害者の離職率を独自の方法で算出した．その結果，精神
障害者の離職率は有意に高いことが示された．離職率に
関連する文献検索からは，離職要因調査は行われている
が有効な離職を抑制する制度の構築には至っていないこ
とが明らかとなった．早急な対策が必要であり喫緊の課
題であると考えられた．精神障害者の入職率は増加して
いるが離職率も増加している．入職件数の増加は，いっ
たん入職した精神障害者が離職し，再入職を繰り返して
いる可能性も考えられ，今後，離職要因や離職回数など
の調査を行い，早期に離職を抑制させる制度の構築につ
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なげる研究を行いたいと考えている．
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Study on Employee Turnover for Persons with Mental Disabilities in Osaka Prefecture

Nobuyoshi Fukui1), Hironobu Nakayama1), Takuya Hashimoto1), Shinichi Takabatake2) and Tomoko Nishikawa2)
1)Faculty of Allied Health Sciences, Osaka Health Science University

2)School of Comprehensive Rehabilitation, Osaka Prefecture University

Aim: The employment statistics on persons with disabilities published by the Japanese Ministry of Health,
Labor and Welfare et al includes the number of employed, an indicator of the employment situation, but not the
employee turnover rate which indicates whether employees with disabilities maintain their employment. The
authors thus attempt to estimate the employee turnover rate for persons with disabilities in Osaka prefecture.

Methods: The authors employ an original method using data on the annual number of employees with dis-
abilities, its increase relative to the previous year, and the number of hirings.
Results: The result shows that, based on a comparison with persons with physical disabilities and those

with intellectual disabilities, the employee turnover rate for persons with mental disabilities is significantly
high.

Conclusion: It is considered that the employee turnover rate is an important data for understanding
whether persons with mental disabilities maintain their employment.

(JJOMT, 60: 32―37, 2012)

ⒸJapanese society of occupational medicine and traumatology http:��www.jsomt.jp


